
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３門第９６号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年８月１日 ０７時４５分ごろ 

発生場所 関門港若松第１区 

  福岡県北九州市若松区所在の二島
ふたしま

信号所から真方位０７７°１,０

９０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５３.１′ 東経１３０°４７.２′） 

事故等調査の経過  平成２５年８月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船  第八天常
てんじょう

丸、１２７トン 

  １３１００９、神原ロジスティクス株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 スケグ（キール及び船尾骨材）に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、船首約２.０ｍ、船尾約３.８ｍ

の喫水で関門港若松航路を南西進中、関門港若松航路第２号灯浮標を

右舷方に見て通過し、関門港奥洞海航路に差し掛かった頃、船長が、

船首方の関門港奥洞海航路第６号灯浮標付近に起重機船の押船列が北

東進することを認めた。 

  船長は、航路幅が狭いので、本船が航路外で待機して押船列を優先

させようと考え、関門港若松航路第４号灯浮標付近で航路の北側に出

てＧＰＳプロッターを見ながら、微速力で航路外を航行した。 

船長は、ＧＰＳプロッターに表示された貯木場を示す枠線を５ｍ等

深線と思い、同枠線に接近しないように関門港若松第１区を南西進

中、平成２５年８月１日０７時４５分ごろ本船が航路と貯木場の間の

浅所に乗り揚げた。 

  本船は、自力で離礁することができず、２日０５時２５分ごろ他船

に引き降ろされた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力  ３ 

海象：潮汐  下げ潮の初期、潮高  約１.２ｍ 

 その他の事項   海図（Ｗ１２６５）によれば、本事故発生場所付近の水深は０ｍで

あり、底質は泥である。 

  船長は、本事故発生海域を過去に航行した経験が数回あったが、航

路外の状況については、熟知していなかった。 

  本船には、本事故発生海域の海図が備えられていたが、船長は、Ｇ



 

ＰＳプロッターのみで安全に航行できると考え、海図での確認は行っ

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、関門港若松航路を南西進中、船長が、船首方に反航する押

船列を認めた際、押船列を優先させようと考え、航路外に出て航路北

側の関門港若松第１区を南西進中、ＧＰＳプロッターの画面に表示さ

れた貯木場を示す枠線を５ｍ等深線と思い込んで航行したことから、

航路と貯木場との間の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、関門港若松航路を南西進中、船長が、反航する

押船列を優先させようと考え、航路外に出て航路北側の関門港若松第

１区を南西進中、ＧＰＳプロッターの画面に表示された貯木場を示す

枠線を５ｍ等深線と思い込んで航行したため、航路と貯木場との間の

浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考   今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

  ・海図を使用して確実な水路調査を実施すること。 

  ・安易に航路外を航行しないこと。 

 


